
  

令和８年４月 10 日以降に公告する案件から、電子契約及び電子保証を導入します。 

詳細は以下をご確認ください 

 

工事・設計等：https://www.city.sapporo.jp/st/densikeiyakukouzi2.html 

物品・役務等：https://www.city.sapporo.jp/st/densikeiyakubuppin.html 

 

電子契約の導入に伴い、契約関係書類の郵送提出に対応するため、契約書及び請書の

提出期限を以下のとおり変更します。 

なお、契約締結の方式にかかわらず、全ての案件について以下の取り扱いとなります。 

 

変更前：落札結果通知日（契約変更通知日）の翌日から起算して５日以内 

変更後：落札結果通知日（契約変更通知日）の翌日から起算して５営業日以内 

 

契約書の提出期限の変更に伴い、着手日も落札結果通知日の翌日から起算して５営業

日後に変更となります（余裕期間制度（フレックス方式）適用工事を除く） 

 

【適用時期】 

 契約書・着手日：令和８年４月 10 日以降に告示する案件から 

   請書：令和８年４月 10 日以降に通知する案件から 

  
建設リサイクル法の対象工事において、同法に係る別紙の提出時期等を以下のとおり

変更します。 
 なお、契約締結の方式にかかわらず、対象となる全ての案件について以下の取り扱い

となります。 
 

変更前：落札決定後、契約締結までに工事等担当課と協議を行い、契約係に提出 

変更後：保留通知受領後、事後審査書類とあわせて契約係に提出（提出前の工事等担

当課との教示は不要） 

    ※事前審査方式による一派競争入札及び随意契約の場合の提出時期について

は、対象者に対し別途連絡します。 

 

【適用時期】 

 令和８年４月 10 日以降に告示する案件から 

 

 

令和８年 4 月から、札幌市交通局の発注する案件における入札・契約手続

き等を以下のとおり変更しますので、お知らせします。 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 また、契約変更においても、建設リサイクル法に係る別紙の提出時期を以下のとおり

変更します。 
 

変更前：契約変更通知受領後、工事等担当課と協議を行い、契約係に提出 

変更後：契約変更通知前に、工事等担当課と協議を行い、工事等担当課（工事主任）に

提出 

     ※契約変更により別紙の提出が必要となる場合は、工事等担当課（工事主任）

から連絡があります。 

 

【適用時期】 

 令和８年４月 10 日以降に告示する案件から 

 

※工事等担当課による別紙への「課名・職名」の記載および受付印の押印は廃止します。 

 

  
建築士法第 22 条の 3 の 3 の対象業務において、同法に係る別紙の提出時期等を以下

のとおり変更します。 
なお、契約締結の方式にかかわらず、対象となる全ての案件について以下の取扱いと

なります。 
 
変更前：落札決定後、契約締結までに工事等担当課の確認を受け、契約係に提出 
変更後：保留通知受領後、事後審査書類と併せて契約係に提出（提出前の工事等担当課

の確認は不要） 
 
【適用時期】 

 令和８年４月 10 日以降に告示する案件から 

 

  
余裕期間制度（フレックス方式）適用工事において、工期申出書の提出時期等を以下

のとおり変更します。 
なお、契約締結の方式にかかわらず、対象となる全ての案件について以下の取扱い

となります。 
 

変更前：落札決定後、契約締結までに契約係に提出 
変更後：保留通知受領後、事後審査書類と併せて契約係に提出 

※事後審査書類と併せて提出することが難しい場合は、契約係にご連絡くだ

さい。 
 

【適用時期】 

 令和８年４月 10 日以降に告示する案件から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



お問い合わせ先：札幌市交通局事業管理部総務課契約係   

本お知らせにてご案内している各種手続きに用いる様式類は、入札情報サービスの

「共通ファイルダウンロード」にて公開しております。 

 https://www.city.sapporo.jp/st/keiyaku/index.html 

  
令和８年度から、工事における入札事務日程を以下のとおり変更します。 

【変更内容】 

予定価格 
変更前 変更後 

開札日 見積期間（※） 開札日 見積期間（※） 

5,000 万円未満 
告示の 

２週間後 
８～９営業日 

告示の 
３週間後 

13～14 営業日 

5,000 万円以上 
告示の 

４週間後 
18～19 営業日 

 
※工事ごとの個別の都合や祝日・大型連休等により異なるスケジュールとする場合が

ありますので、各案件の告示等をご参照ください 
※見積期間とは、告示日の翌営業日から入札期間最終日の前日までの期間を指します。 
※工事に係る設計等に係る入札事務日程は変更せず、これまで通りとします。 
 

【適用時期】 

 令和８年４月 10 日以降に告示する案件から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


